
令和６年度 諏訪市地震総合防災訓練要領 

 

１． 目 的 

諏訪市全体で南海トラフ地震を想定した訓練を実施し、地区訓練では避難行動や安否確認等を行う

ことで市民の防災・減災意識の高揚を図るとともに、災害対策本部では職員の行うべき災害対応活動

や関係機関との連携協力等について、より確実で迅速な態勢を確立することを目的とする。  

また、主会場となる中洲地区では、地区公民館等の一次避難所での訓練と、諏訪南中学校を広域避

難所として開設・運営することで、住民と災害対策本部の連携強化を目的とする。 

 

２．実施期日  令和６年９月１日（日） 午前中 

 

３． 実施概要 

（１）地区訓練（主会場地区以外） 

    自主防災会を中心に、区・自主防災組織等の単位で実施していただき、各地区の実情に合わせてい

ただくとともに、非常用持ち出し品を持った避難行動を取っていただく等、住民の防災・減災意識の

高揚を図れるような訓練の実施を行う。なお、市の訓練放送等にあわせた訓練実施とするが、各地区

の事情によっては訓練日や訓練時間の変更を行い実施する。 

（２）主会場訓練（中洲地区） 

   地区ごとに、情報伝達・避難誘導・安否確認等の訓練を実施し、地区公民館等で広域避難所へ移動

するまでの一次避難所での訓練を行い、その後主会場（諏訪南中学校）にて広域避難所開設・運営訓

練に参加する。 

（３）災害対策本部設置訓練 

   諏訪市災害対策本部を設置し、初動期における本部員及び各対策部職員が行うべき意思決定、役割、

災害対応活動の確認及び応急対策上の課題を把握する。主会場訓練として、住民とともに諏訪南中学

校を広域避難所として開設した後、避難所運営訓練を実施する。 

（諏訪南中学校は、上川、宮川から距離があり、令和３年の大雨の際に避難所として開設された。 

また、令和５年度に防災備蓄倉庫を新設したことから、避難所の開設・運営の主会場とした。） 

（４）福祉避難所開設・運営訓練 

   主会場となる諏訪南中学校にて広域避難所が開設されることにあわせて、福祉避難所の開設・運営

も想定して、要配慮等の災害時の対応について訓練を実施する。 

 

４． 実施地域 

＜南海トラフ地震臨時情報＞ 

災害警戒本部、市各所管施設 

 

＜南海トラフ地震発生後＞ 

災害対策本部設置訓練  災害対策本部（諏訪市役所 302 会議室） 

地区訓練        市内全地区（区、自主防災会、防火防犯組合単位） 

総合訓練        中洲地区（神宮寺区、上金子区、中金子区、下金子区、福島区、 

福島新町区、北福島区、南町地区） 

会場：諏訪南中学校（広域避難所）等 

 

５．訓練想定 

諏訪市が南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されていることを受けて、南海トラフ地震臨時

情報を受信し、南海トラフ地震（マグニチュード９．１規模）が発生、震度６弱のゆれによる被害

発生、災害応急対策に至るまでの一連の流れを想定。 

 

AM 6：20    愛知県遠州灘沖で地震発生       （本部の動き） 

AM 6：40    南海トラフ地震臨時情報(調査中)    「地震災害警戒本部設置準備」 

AM 7：00    南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)「地震災害警戒本部設置」 



AM 7：30    南海トラフ地震発生 被害発生    「災害対策本部設置」 

AM 7：30～   地区・総合訓練等開始        「中洲地区視察」 

AM 11：00(目安) 総合訓練終了（地区訓練は各地区ごとに随時終了） 

 

６．訓練項目及び実施機関 

（１）地区訓練（地区防災活動マニュアルに基づく） 

各自主防災会による訓練実施 

 

（２）地震総合防災訓練 

◎全地区訓練、市災害対策本部訓練 

① 防災行政無線・防災メール・緊急速報メール発信訓練・・・・・市 

② 警戒本部・対策本部設置訓練・・・・・・・・・・・・・・・・市 

③ 非常招集訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・市、消防署、消防団 

④ 情報伝達及び収集訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・・・市、消防署、消防団、 

諏訪地域振興局 

⑤ 現地調査訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・市、各地区自主防災会 

⑥ 避難訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・地区、消防団 

⑦ 福祉避難所開設・運営訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・市、社会福祉協議会 

⑧ 要配慮者移送訓練・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・市、社会福祉協議会 

⑨ ボランティアセンター開設訓練・・・・・・・・・・・・・・・市、社会福祉協議会 

⑩ 災害協定締結先緊急連絡訓練・・・・・・・・・・・・・・・・市、協定先関係機関・団体 

 

◎諏訪南中学校会場 

① 一次避難所訓練・・・・・・・・・・・・市、中洲各地区自主防災会、消防団 

② 情報収集訓練（被害状況等）・・・・・・ 市、中洲地区、諏訪広域ドローン協力会 

③ 炊き出し訓練・・・・・・・・・・・・・市、赤十字奉仕団、中洲地区 

④ 箱型・テント型仮設トイレ設置訓練・・・市、協力事業所 

⑤ 給水訓練・・・・・・・・・・・・・・・市 

⑥ 臨時電話・通信設備開設訓練・・・・・・ＮＴＴ 

⑦ 非常時通信網開設訓練・・・・・・・・・協力事業所 

⑧ 電源供給訓練・・・・・・・・・・・・・協定事業所  

⑨ 車両誘導訓練・・・・・・・・・・・・・諏訪警察署、中洲地区 

⑩ 応急危険度判定訓練・・・・・・・・・・市、建築士会諏訪支部 

⑪ 物資運搬訓練・・・・・・・・・・・・・市、協定事業所、中洲地区 

⑫ 防災グッズ展示・・・・・・・・・・・・市 

⑬ 土砂災害パネル展示・・・・・・・・・・諏訪建設事務所 

⑭ 広域避難所開設訓練・・・・・・・・・・市、中洲地区、諏訪防災ネットワーク 

⑮ 広域避難所運営訓練・・・・・・・・・・市、中洲地区、諏訪防災ネットワーク 

⑯ 福祉避難スペース開設訓練・・・・・・・市 

⑰ 医務室（保健室）開設訓練・・・・・・・市 

⑱ 応急手当訓練・・・・・・・・・・・・・諏訪応急手当普及員会、消防署、中洲地区、 

⑲ 避難所・本部間通信訓練・・・・・・・・市 

 

（３）保育所・小学校・中学校における訓練 

各訓練計画により独自に実施する。 

 

（４）事業所等における訓練 

各訓練計画により独自に実施する。 

 

 

 



７．参加機関・団体（順不同） 

○ 現地訓練 

諏訪市、諏訪地域振興局、諏訪建設事務所、諏訪広域消防本部・諏訪署、諏訪市消防団、諏訪警察署、

諏訪市赤十字奉仕団、諏訪市社会福祉協議会、各地区自主防災会、区・自治会、諏訪南中学校、協定

締結事業者等（長野県建築士会諏訪支部、ＮＴＴ、諏訪広域ドローン協力会、コメリ災害対策センタ

ー、諏訪防災ネットワーク）、他訓練協力事業所 

 

○ 災害応援協定締結先等緊急連絡訓練（災害協定締結先機関・団体等） 

諏訪市建設業協会、諏訪交通安全協会諏訪支部、諏訪市水道温泉事業協同組合、諏訪市下水道指定工

事店協会、長野ＬＰ協会諏訪支部、中部電気保安協会、諏訪建設労働組合、ＬＣＶ、日本郵便㈱諏訪

郵便局、長野県石油商業組合諏訪支部、諏訪市医師会、諏訪赤十字病院 

 

７．訓練組織 

訓練本部長 市長（災害警戒本部長・災害対策本部長） 

副 本 部 長 副市長・教育長（災害警戒本部副本部長・災害対策本部副本部長） 

本 部 員 市長が任命した者（指定公共機関等の職員） 

事 務 局 統括責任者 企画部長・危機管理室長・消防課長 

 

８．その他 

（１）訓練日を日曜日とし、家族ぐるみによる多くの市民の参加を求める。 

（２）事前広報は、「広報すわ」８月号で日程のお知らせをする。 

（３）訓練当日、市に災害（警戒）対策本部を設置しなければならない災害が発生又は災害が発生する恐

れがある場合には、訓練を中止する。その場合、当日の午前６時に防災行政無線及び防災メールに

より周知する。 


